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はじめに

1

要配慮者利用施設に関する水防法改正の経緯

平成２７年９月の関東・東北豪雨や平成２８年８月に北海道・東

北地方を襲った台風第１０号では、逃げ遅れによる犠牲者が出たこ

とにより、平成２９年に水防法が改正され、洪水や土砂災害のリス

クが高い区域内の要配慮者利用施設は、その管理者等による「避難

確保計画の作成」及び「避難訓練の実施」が義務化されました。

その後も、令和２年７月豪雨で熊本県球磨村の特別養護老人ホー

ムの入居者と職員１４名が犠牲になるなど、近年大雨による被害が

頻発していることから、令和３年に水防法が改正され、要配慮者利

用施設が、避難確保計画に基づく避難訓練を実施した際は、その

結果を区市町村長に「報告すること」も義務となりました。



はじめに

2

要配慮者利用施設の訓練実施状況

法改正により、「避難確保計画の作成、避難訓練の実施・報告」

が義務化されましたが、荒川が氾濫したときに被害が想定される施

設のうち、約半数が訓練を実施できていない現状が確認されていま

す。

そこで、荒川水系(東京都)大規模氾濫に関する減災対策協議会※で

は要配慮者利用施設を運営するみなさまにご協力をいただき、ヒア

リングやアンケート調査を実施した結果、要配慮者利用施設での訓

練実施に関する課題を確認する事ができました。

今回、要配慮者利用施設のみなさまが、「水害時の避難訓練」を

実施する際に感じている課題と、全国の事例等を踏まえた

解決策を本資料に整理しましたので、訓練実施の際には

本資料をご活用ください。

※荒川氾濫を想定し、河川管理者、都、区等が連携して減災対策を検討する協議会です。



要配慮者利用施設が抱える課題

3

避難の実効性を
高めるための
循環を回すこと
が重要

訓練ができない理由により進まない

災害時の課題により進まない

「避難の実効性」を高めるためには、避難確保計画を作成し、避難

訓練を実施することが重要です。

また、訓練で把握された課題については解決策を検討し、随時避

難確保計画を更新していく必要があります。

しかし、現状ではこのサイクルがうまく回っていないことが「課

題」となっています。



要配慮者利用施設が抱える課題
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モデル地区にて実施した要配慮者利用施設を対象としたヒアリング

・アンケート調査の結果、主に以下のような「課題」が確認されまし

たので、以降に課題解決に向けた事例を整理しました。

① 避難訓練をするにも人手や時間が足りない
（通常業務で忙しい、理解・協力を得られない）

② どのように避難訓練を進めたらよいかわからない
（避難訓練に関する手引きやツールが見つけられない）

③ 水害時の避難訓練のイメージがわかない

④ 災害時の避難先や移動手段に不安がある

⑤ 災害時に職員だけで避難誘導するには限界がある



課題を解決するための事例紹介
（アイディア）

要配慮者利用施設における 「水害時の避難訓練」 で お悩みのみなさまへ
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課題を解決するための事例紹介 （アイディア）
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ﾍﾟｰｼﾞ課題と解決するための事例

課題① 避難訓練をするにも人手や時間が足りない
（通常業務で忙しい、理解・協力を得られない）

8
・最初から完璧を求めず､(ハードルを下げて)着手できそうな内容から始めてみま
しょう。

解
決
事
例 9

・要配慮者利用施設の避難訓練に特化した各種ツールを活用して、訓練の準備を
効率的に実施してみましょう。

課題② どのように避難訓練を進めたらよいかわからない
（避難訓練に関する手引きやツールが見つけられない）

10
・避難訓練の一連の流れについて、映像でまとめている資料がありますので、参
考にしてみましょう。解

決
事
例 11

・要配慮者利用施設の避難訓練に関する各種手引きやマニュアル、ツールなどが
様々な機関･団体から公開されていますので､施設に合ったものを選び､参考にし
てみましょう。

課題③ 水害時の避難訓練のイメージがわかない

12
・イメージの醸成には､訓練の映像資料のほか､実際に河川が氾濫した時のイメー
ジを持つことも重要です｡荒川が氾濫した時の資料をまとめた映像がありますの
で､皆さんで共有してみましょう｡

解
決
事
例 13

・ほかの要配慮者利用施設がどのような訓練を実施しているのか､事例集としてま
とめている資料がありますので､訓練の参考にしてみましょう｡



課題を解決するための事例紹介 （アイディア）
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ﾍﾟｰｼﾞ課題 ・ 解決するための事例

課題④ 災害時の避難先や移動手段に不安がある

14
・自治体が指定する指定緊急避難場所や福祉避難所への避難を想定している施
設は､自治体とも相談しながら､普段から避難先や移動手段などの実効性を確認
しておきましょう。

解
決
事
例 15

・同じ系列の社会福祉施設や民間施設等においては、浸水のおそれが低い施設
等も避難先の候補地として考え、円滑に避難できるよう、事前に連携の確認や避
難支援の相談をしておきましょう。

課題⑤ 災害時に職員だけで避難誘導するには限界がある

16
・職員だけによる避難誘導に限界がある場合､身近な支援の手として考えられる
のは「地域」です。いざというときに避難誘導にも協力してもらえるよう、日頃から
関係性を構築しておきましょう。

解
決
事
例 17

・施設間での助け合い(避難誘導等の手の確保)という観点からは、事前の「施設
相互応援協定」の締結などにより､いざというときに避難誘導の手を確保できる枠
組みの構築を検討しておきましょう｡



【課題①】 避難訓練をするにも人手や時間が足りない
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HP中段の「手引きのダウンロード」から確認できます（当該図は11ページに掲載）
要配慮者利用施設における土砂災害に関する避難訓練《実践の手引き》｜群馬県

参考事例

https://www.pref.gunma.jp/page/11302.htmlURL

最初から完璧を求めず､(ハードルを下げて)着手できそうな内容(
小人数でもできそう､利用者さんを巻き込まずにできそうなど)か
ら始めてみましょう｡

例）・訓練の前提条件を確認
（浸水深、継続時間など）
・地図を広げて避難経路の確認

例）利用者さんの役を
施設職員が代行



【課題①】 避難訓練をするにも人手や時間が足りない

9

HP上で支援ツールを紹介しています（各リンクから説明書やオリジナルデータを確認）
要配慮者利用施設の浸水対策：避難訓練の支援ツール｜国土交通省 関東地方整備局

参考事例

https://www.ktr.mlit.go.jp/river/bousai/index00000029.htmlURL

要配慮者利用施設の避難訓練に特化した各種ツール(施設タイムラ
インツール、シナリオ簡易作成ツール､アクションカードツール､
DIGツール)を活用して､訓練の準備を効率的に実施してみましょう｡

現在、４つの支援
ツールを公開して
います。



【課題②】 どのように避難訓練を進めたらよいかわからない
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避難訓練の一連の流れについて、映像でまとめている資料があり
ますので、参考にしてみましょう（手引きやマニュアルよりも、
視覚的に理解でき、訓練をイメージできます）｡

HP中段の「避難訓練の映像（洪水編）」のリンクから映像を確認できます
要配慮者利用施設における｢(洪水･土砂災害)避難訓練の手引き｣について：避難訓練の映像(洪水編)｜徳島県

参考事例

https://www.pref.tokushima.lg.jp/ippannokata/kendozukuri/kasen/5025198/URL

情報収集や避難の
様子が、視覚的に
イメージできます。



【課題②】 どのように避難訓練を進めたらよいかわからない
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要配慮者利用施設の避難訓練に特化して作成されたマニュアルです
要配慮者利用施設における避難訓練企画・運営マニュアル(案) ｜国土交通省 関東地方整備局

参考事例

https://www.ktr.mlit.go.jp/ktr_content/content/000864690.pdfURL

要配慮者利用施設の避難訓練に関する各種手引きやマニュアル、
ツールなどが様々な機関･団体から公開されていますので､施設に
合ったものを選び､訓練の参考にしてみましょう｡

学校用に作成された避難訓練のガイドブックですが、施設でも参考にできます
水災害からの避難訓練Guidebook（教員向け）｜国土交通省 水管理･国土保全局

参考事例

https://www.mlit.go.jp/river/bousai/education/pdf/hinanguide.pdfURL

第９章（57ﾍﾟｰｼﾞ～）に「避難訓練の実施ガイド」が掲載されております
要配慮者利用施設における避難確保計画の作成・活用の手引き｜国土交通省水管理･国土保全局

参考事例

https://www.mlit.go.jp/river/bousai/main/saigai/jouhou/jieisuibou/pdf/tebiki.pdf#page=57URL

要配慮者利用施設の避難訓練に特化したツールです 【再掲】
要配慮者利用施設の浸水対策：避難訓練の支援ツール｜国土交通省 関東地方整備局

参考事例

https://www.ktr.mlit.go.jp/river/bousai/index00000029.htmlURL

土砂災害向けに作成された手引きですが、水害でも参考にできます 【再掲】
要配慮者利用施設における土砂災害に関する避難訓練《実践の手引き》 ｜群馬県

参考事例

https://www.pref.gunma.jp/uploaded/attachment/28342.pdfURL



【課題③】 水害時の避難訓練のイメージがわかない
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HP中段の「荒川氾濫」のリンクから映像を確認できます
災害に備えて：フィクションドキュメンタリー「荒川氾濫」｜国土交通省 荒川下流河川事務所

参考事例

https://www.ktr.mlit.go.jp/arage/arage00061.htmlURL

イメージの醸成には､訓練の映像資料のほか､実際に河川が氾濫し
た時のイメージを持つことも重要です｡荒川が氾濫した時の資料を
まとめた映像がありますので､皆さんで共有してみましょう｡



利用者を含め、洪水と火災を想定し
た訓練を同日に実施した事例。

【課題③】 水害時の避難訓練のイメージがわかない
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10施設（保育園､障がい者施設､高齢者施設）の避難訓練事例がまとめられています
要配慮者施設の避難確保計画に基づく令和３年度訓練事例集等ついて｜埼玉県志木市

参考事例

https://www.city.shiki.lg.jp/uploaded/attachment/7681.pdfURL

ほかの要配慮者利用施設がどのような訓練を実施しているのか､事
例集としてまとめている資料がありますので､訓練の参考にしてみ
ましょう｡

施設職員だけで実施した事例。



【課題④】 災害時の避難先や移動手段に不安がある
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自治体が指定する指定緊急避難場所や福祉避難所への避難を想定
している施設は､自治体と相談しながら､普段から避難先や移動手
段などの実効性を確認しておきましょう。

○
福
祉
避
難
所
へ
の
移
送

○
福
祉
避
難
所
で
の
受
入
れ

要配慮者を対象としたものですが、自治体や地域との連携という観点から参考になる事例です
要配慮者と一緒に行う地域防災訓練｜静岡県静岡市

参考事例

https://www.city.shizuoka.lg.jp/s3865/s003077.htmlURL

自治体の総合防災
訓練に組み込まれ
た移動訓練の様子。
自治体や地域を巻き
込んだ避難先の訓
練状況を確認するこ
とができます。

※ハザードマップ等で、避難先の水害リ
スクを確認しましょう。

※福祉避難所開設の運用は各自治体
により異なります。



【課題④】 災害時の避難先や移動手段に不安がある

15

水害時、実際に避難の取組が成果を上げた事例が紹介されています（当該の事例は5ページ掲載）
国土交通省水管理・国土保全局河川環境課水防企画室｜要配慮者利用施設における水害からの避難の取り組み
の成果事例集

参考事例

https://www.mlit.go.jp/river/bousai/main/saigai/jouhou/jieisuibou/pdf/r507_seikajirei.pdfURL

同じ系列の社会福祉施設や民間施設等においては、浸水のおそれ
が低い施設等も避難先の候補地として考え、円滑に避難できるよ
う、事前に連携の確認や避難支援の相談をしておきましょう。

平成３０年７月豪
雨時におけるグ
ループホームの
避難事例では、
より安全な同一
医療法人の別施
設へ避難した



【課題⑤】 災害時に職員だけで避難誘導するには限界がある
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HP下段の「活用ツール⑨：避難訓練チェックリスト」横のリンクから資料を確認できます
要配慮者利用施設の浸水対策：要配慮者利用施設における避難訓練チェックリスト｜国土交通省

参考事例

https://www.mlit.go.jp/river/bousai/main/saigai/jouhou/jieisuibou/bousai-gensai-suibou02.htmlURL

職員だけによる避難誘導に限界がある場合､身近な支援の手として
考えられるのは「地域」です。いざというときに避難誘導にも協
力してもらえるよう、日頃から関係性を構築しておきましょう。

地域との連携に関する事例
が掲載されています。



【課題⑤】 災害時に職員だけで避難誘導するには限界がある
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施設単独では解決困難な課題を施設間の連携により解決する際に参考にできる事例です
災害時施設間相互応援協定促進事業｜一般社団法人 福島県老人福祉施設協議会

参考事例

https://f-roushikyo.or.jp/pages/112/URL

施設間での助け合い(避難誘導等の手の確保)という観点からは、
事前の「施設相互応援協定」の締結などにより､いざというときに
避難誘導の手を確保できる枠組みの構築を検討しておきましょう｡

例）通所施設を休所し
たことにより､入所施
設の避難支援に手
を回せるということも
考えられます。



お問い合わせ先
荒川水系(東京都)大規模氾濫に関する減災対策協議会 構成自治体
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連絡先担当部署自治体名

03-5211-4187政策経営部 災害対策・危機管理課 防災調整係千代田区

03-3546-5699総務部防災危機管理課中央区

03-3578-2541防災危機管理室 防災課防災係港区

03-5803-1179総務部 防災危機管理課文京区

03-5246-1092総務部 危機・災害対策課台東区

03-5608-6206都市計画部 危機管理担当防災課墨田区

03-3647-9584総務部 防災計画課 防災計画係江東区

03-3908-8184危機管理室 防災・危機管理課北区

03-3802-3097区民生活部 防災課 防災事業係荒川区

03-3579-2159危機管理部 防災危機管理課 計画推進係板橋区

03-3880-5082危機管理部 防災戦略課 水害時避難担当係足立区

03-5654-8572地域振興部 危機管理課 計画係葛飾区

03-5662-1992危機管理部 防災危機管理課 計画係江戸川区

03-3902-3220流域治水課荒川下流河川事務所


